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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】医療用の超音波診断装置において用いられる超
音波用探触子において、超音波トランスデューサによっ
て送信又は受信される超音波の減衰を招くことなく、超
音波トランスデューサの背後に放出される超音波を十分
に吸収しながら、超音波トランスデューサを冷却する。
【解決手段】この超音波用探触子は、超音波を送受信す
るための複数の超音波トランスデューサを含む超音波ト
ランスデューサアレイと、超音波トランスデューサアレ
イの前面に配置された音響整合層と、超音波トランスデ
ューサアレイの背面に直接又は間接的に配置され、多孔
質の部材を含む冷却機構と、超音波トランスデューサア
レイの背面に少なくとも冷却機構を介して配置されたバ
ッキング材と、冷却機構に液体の熱伝達物質を循環させ
るための流路とを具備する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体について体腔外走査又は体腔内走査を行う際に用いられる超音波用探触子におい
て、
　超音波を送受信するための複数の超音波トランスデューサを含む超音波トランスデュー
サアレイと、
　前記超音波トランスデューサアレイの前面に配置された音響整合層と、
　前記超音波トランスデューサアレイの背面に直接又は間接的に配置され、多孔質の部材
を含む冷却機構と、
　前記超音波トランスデューサアレイの背面に少なくとも前記冷却機構を介して配置され
たバッキング材と、
　前記冷却機構に液体の熱伝達物質を循環させるための複数の流路と、
を具備する超音波用探触子。
【請求項２】
　前記超音波トランスデューサアレイと前記冷却機構との間に配置された第２の音響整合
層をさらに具備する請求項１記載の超音波用探触子。
【請求項３】
　前記冷却機構と前記バッキング材との間に配置された第３の音響整合層をさらに具備す
る請求項１又は２記載の超音波用探触子。
【請求項４】
　前記冷却機構が、前記多孔質部材の側面及び／又は端面に形成された隔壁膜をさらに含
む、請求項１～３のいずれか１項記載の超音波用探触子。
【請求項５】
　前記複数の超音波トランスデューサの各々が、圧電体と、前記圧電体の対向する２つの
面にそれぞれ形成された２つの電極とを含む、請求項１～４のいずれか１項記載の超音波
用探触子。
【請求項６】
　前記複数の超音波トランスデューサの各々が、複数の圧電体層と、前記複数の圧電体層
の間に形成された複数の内部電極層と、前記複数の圧電体層の対向する２つの面にそれぞ
れ形成された２つの電極とを含む、請求項１～４のいずれか１項記載の超音波用探触子。
【請求項７】
　前記熱伝達物質が、流動パラフィン、シリコーン系オイル、水、アルコール、水とアル
コールとの混合物、及び、フッ素系不活性液体の内のいずれかを含む、請求項１～６のい
ずれか１項記載の超音波用探触子。
【請求項８】
　前記複数の流路が、
　前記冷却機構に熱伝達物質を導入する導入流路と、
　前記冷却機構から前記熱伝達物質を導出する導出流路と、
を含む、請求項１～７のいずれか１項記載の超音波用探触子。
【請求項９】
　可撓性を有する材料によって形成され、被検体の体腔内に挿入して使用される挿入部と
、
　前記挿入部の先端部に設けられ、被検体の体腔内を照明する照明手段と、
　前記挿入部の先端部に設けられ、被検体の体腔内を光学的に撮像する撮像手段と、
　前記挿入部の先端部に設けられた請求項１～８のいずれか１項記載の超音波用探触子と
、
を具備する超音波内視鏡。
【請求項１０】
　請求項１～８のいずれか１項記載の超音波用探触子と、
　前記複数の超音波トランスデューサに複数の駆動信号をそれぞれ供給する駆動信号供給
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手段と、
　前記複数の超音波トランスデューサからそれぞれ出力される複数の受信信号を処理する
ことにより、超音波画像を表す画像データを生成する信号処理手段と、
　前記超音波用探触子の前記複数の流路に接続され、前記超音波用探触子から熱伝達物質
を回収し、回収された熱伝達物質を冷却し、冷却された熱伝達物質を前記超音波用探触子
に供給する熱伝達物質循環手段と、
を具備する超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記熱伝達物質循環手段によって回収される熱伝達物質の温度を感知する温度感知手段
と、
　前記温度感知手段の感知結果に基づいて前記熱伝達物質循環手段の動作を制御する温度
制御手段と、
をさらに具備する、請求項１０記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記超音波用探触子内の温度を感知する温度感知手段と、
　前記温度感知手段の感知結果に基づいて前記熱伝達物質循環手段の動作を制御する温度
制御手段と、
をさらに具備する請求項１０記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体について体腔外走査又は体腔内走査を行う際に用いられる超音波用探
触子、及び、被検体の体腔内に挿入して用いられる超音波内視鏡に関する。さらに、本発
明は、そのような超音波用探触子又は超音波内視鏡と本体装置とによって構成される超音
波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野においては、被検体の内部を観察して診断を行うために、様々な撮像技術が開
発されている。特に、超音波を送受信することによって被検体の内部情報を取得する超音
波撮像は、リアルタイムで画像観察を行うことができる上に、Ｘ線写真やＲＩ（radio is
otope）シンチレーションカメラ等の他の医用画像技術と異なり、放射線による被曝がな
い。そのため、超音波撮像は、安全性の高い撮像技術として、産科領域における胎児診断
の他、婦人科系、循環器系、消化器系等を含む幅広い領域において利用されている。
【０００３】
　超音波撮像とは、音響インピーダンスが異なる領域の境界（例えば、構造物の境界）に
おいて超音波が反射される性質を利用する画像生成技術である。通常、超音波診断装置（
又は、超音波撮像装置、超音波観測装置とも呼ばれる）には、被検体に接触させて用いら
れる超音波用探触子や、被検体の体腔内に挿入して用いられる超音波用探触子が備えられ
ている。あるいは、被検体内を光学的に観察する内視鏡と体腔内用の超音波用探触子とが
組み合わせられた超音波内視鏡が備えられている場合もある。
【０００４】
　そのような超音波用探触子や超音波内視鏡（以下において、「超音波用探触子等」とも
いう）を用いて、人体等の被検体に向けて超音波ビームを送信し、被検体において生じた
超音波エコーを受信することにより、超音波画像情報が取得される。この超音波画像情報
に基づいて、被検体内に存在する構造物（例えば、内臓や病変組織等）の超音波画像が、
超音波診断装置の表示部に表示される。
【０００５】
　超音波用探触子においては、超音波を送信及び受信する超音波トランスデューサとして
、圧電効果を発現する材料（圧電体）の両面に電極を形成した振動子（圧電振動子）が、
一般的に用いられている。圧電体としては、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）に代表され
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る圧電セラミックや、ＰＶＤＦ（ポリフッ化ビニリデン）に代表される高分子圧電材料等
が用いられる。
【０００６】
　そのような振動子の電極に電圧を印加すると、圧電効果により圧電体が伸縮して超音波
が発生する。そこで、複数の振動子を１次元又は２次元状に配列し、それらの振動子を順
次駆動することにより、所望の方向に送信される超音波ビームを形成することができる。
また、振動子は、伝播する超音波を受信することによって伸縮して電気信号を発生する。
この電気信号は、超音波の受信信号として用いられる。
【０００７】
　超音波を送信する際には、大きなエネルギーを有する駆動信号が超音波トランスデュー
サに供給されるが、駆動信号のエネルギーの全てが音響エネルギーに変換される訳ではな
く、かなりのエネルギーが熱となってしまうので、超音波用探触子の使用中にその温度が
上昇するという問題が生じている。しかしながら、医療用の超音波用探触子は人体等の生
体に直接接触させて用いられるので、低温火傷防止等の安全上の理由から、超音波用探触
子の表面温度を４３℃以下にすることが要請されている。
【０００８】
　関連する技術として、特許文献１には、超音波を送受信する超音波用探触子ヘッド部と
、該超音波用探触子ヘッド部に電気的に接続されたケーブルと、該ケーブルの少なくとも
一部に熱的に接続されたケーブル冷却部とを有する超音波用探触子が開示されている。し
かしながら、特許文献１においては、超音波用探触子ヘッド部のごく一部が、ケーブルを
介し、ケーブル冷却によって間接的に冷却されるだけなので、冷却効率はあまり良くない
。
【０００９】
　特許文献２には、体腔内に挿入して超音波像を撮像する体腔内用超音波用探触子におい
て、吸音材の所定位置に、探触子の動作中に超音波変換器により発生する熱を冷却する冷
却手段を設けた体腔内用超音波用探触子が開示されている。特許文献２においては、超音
波用探触子に冷却用パイプを設け、そこに水等の冷却媒体を流すことにより、超音波振動
子群を冷却している。しかしながら、超音波振動子群の側面に冷却用パイプを設ける場合
（第３図）には、冷却用パイプと超音波振動子群との熱的結合が小さくなるので、冷却効
率が良くない。一方、超音波振動子群の背後に冷却用パイプを設ける場合（第４～６図）
には、超音波振動子群の背後に放出される超音波を十分に吸収できないおそれがある。
【００１０】
　特許文献３には、吸音部材で発生した熱を吸音部材から離れた位置に導く伝達手段と、
吸音部材から離れた位置に配置され、伝達手段が導いた熱を放出する放出手段とを具備す
る超音波診断装置が開示されている。吸音部材において、超音波振動子が設けられた面に
対向する面は、超音波振動子から吸音部材へ向けて放射される超音波を反射して集中させ
るように焦点を有する曲面形状に形成されており、伝達手段の吸熱部位は、吸音部材内の
焦点位置に配置されている（図６）。特許文献３においては、超音波用探触子のグリップ
部内に設けられた電子冷却手段から、ヒートポンプを介して、挿入部先端の振動子部の温
度が制御される（図５）。従って、振動子部はヒートポンプ等を介して間接的に冷却され
ることになり、冷却効率は良くない。
【００１１】
　特許文献４には、超音波振動子とこれを収納したケースとを有する超音波用探触子にお
いて、超音波振動子における被検体当接面側に冷却体を導く手段を有する超音波用探触子
が開示されている。しかしながら、音響レンズの前面、即ち、超音波用探触子の被検体当
接面と音響レンズとの間の隔壁に冷却媒体を流す場合（第１図）には、超音波振動子と被
検体との間の距離が長くなって、超音波振動子によって送受信される超音波の減衰を招い
てしまう。一方、背面音響吸収材の内部に冷却媒体の流路を設ける場合（第３図）には、
超音波振動子の背後に放出される超音波を十分に吸収できないおそれがある。また、背面
音響結合材とケースとの間に冷却媒体の流路を設ける場合（第５図）には、超音波振動子
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と冷却媒体との熱的結合が小さくなるので、冷却効率が良くない。
【００１２】
　特許文献５には、超音波振動子の外側に被検物と接する冷却用媒体の通路を設けた超音
波用探触子が開示されている。しかしながら、特許文献５の第１図に示されているように
、超音波振動子が配置されている空間から隔てられて冷却用媒体の通路が設けられている
ので、被検体当接面においては、超音波振動子の周囲が冷却されるだけであり、超音波振
動子の発熱による影響を被検体が直接受けることに変わりはない。
【００１３】
　また、特許文献６には、被検物と接する熱電冷却素子であって、調温可能で電流の流れ
方向を変えることにより被検物を加温又は冷却できる熱電冷却素子を超音波振動子の外側
に設けた超音波用探触子が開示されている。しかしながら、特許文献６の第１図に示され
ているように、超音波振動子が配置されている空間から隔てられて熱電冷却素子の通路が
設けられているので、被検体当接面においては、超音波振動子の周囲が冷却されるだけで
あり、超音波振動子の発熱による影響を被検体が直接受けることに変わりはない。
【００１４】
　特許文献７には、超音波の送受波を行う超音波振動子を備えた超音波用探触子を含み、
該超音波用探触子には超音波振動子からの熱が伝達される媒体が流れる流路が形成され、
該流路には、媒体を流通させる循環機構が接続されている超音波診断装置が開示されてい
る。しかしながら、冷却媒体としての水が充填される水袋が探触子の生体側（即ち、超音
波振動子の前方）に配置されるので、超音波振動子と被検体との間の距離が長くなって、
超音波振動子によって送受信される超音波の減衰を招いてしまう。
【特許文献１】特開２００２－２９１７３７号公報（第１頁、図１）
【特許文献２】特開昭６３－２４２２４６号公報（第１、３頁、第３－６図）
【特許文献３】特開平１１－２９９７７５号公報（第１頁、図３－７）
【特許文献４】特開昭６１－５８６４３号公報（第１頁、第１、３、５図）
【特許文献５】実開昭５７－８８０７３号公報
【特許文献６】実開昭５７－８８０７４号公報
【特許文献７】特開２００３－３８４８５号公報（第２、３頁、図１）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　そこで、上記の点に鑑み、本発明は、医療用の超音波診断装置において用いられる超音
波用探触子において、超音波トランスデューサによって送信又は受信される超音波の減衰
を招くことなく、超音波トランスデューサの背後に放出される超音波を十分に吸収しなが
ら、超音波トランスデューサを冷却することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記課題を解決するため、本発明の１つの観点に係る超音波用探触子は、被検体につい
て体腔外走査又は体腔内走査を行う際に用いられる超音波用探触子において、超音波を送
受信するための複数の超音波トランスデューサを含む超音波トランスデューサアレイと、
超音波トランスデューサアレイの前面に配置された音響整合層と、超音波トランスデュー
サアレイの背面に直接又は間接的に配置され、多孔質の部材を含む冷却機構と、超音波ト
ランスデューサアレイの背面に少なくとも冷却機構を介して配置されたバッキング材と、
冷却機構に液体の熱伝達物質を循環させるための流路とを具備する。
【００１７】
　また、本発明の１つの観点に係る超音波内視鏡は、可撓性を有する材料によって形成さ
れ、被検体の体腔内に挿入して使用される挿入部と、挿入部の先端部に設けられ、被検体
の体腔内を照明する照明手段と、挿入部の先端部に設けられ、被検体の体腔内を光学的に
撮像する撮像手段と、挿入部の先端部に設けられた上記の超音波用探触子とを具備する。
【００１８】
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　さらに、本発明の１つの観点に係る超音波診断装置は、冷却機構に熱伝達物質を導入す
る導入流路と、冷却機構から熱伝達物質を導出する導出流路とを具備する上記の超音波用
探触子と、複数の超音波トランスデューサに複数の駆動信号をそれぞれ供給する駆動信号
供給手段と、複数の超音波トランスデューサからそれぞれ出力される複数の受信信号を処
理することにより、超音波画像を表す画像データを生成する信号処理手段と、超音波用探
触子の複数の流路に接続され、超音波用探触子から熱伝達物質を回収し、回収された熱伝
達物質を冷却し、冷却された熱伝達物質を超音波用探触子に供給する熱伝達物質循環手段
とを具備する。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、超音波トランスデューサアレイとバッキング材との間に、多孔質の部
材を含む冷却機構を設けることにより、音響インピーダンスのマッチングを図りながら超
音波トランスデューサを冷却することができるので、超音波トランスデューサによって送
信又は受信される超音波の減衰を招くことなく、超音波トランスデューサの背後に放出さ
れる超音波を十分に吸収することが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について、図面を参照しながら詳しく説明す
る。なお、同一の構成要素には同一の参照番号を付して、説明を省略する。
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る超音波用探触子の外観及び内部の一部を示す斜
視図である。この超音波用探触子１は、被検体に当接して体腔外走査を行う際に用いられ
る。図１に示すように、超音波用探触子１のヘッド部は、筐体１０と、複数の超音波トラ
ンスデューサ（振動子）１１を含む超音波トランスデューサアレイ１２と、第１の音響整
合層１３と、音響レンズ１４と、第２の音響整合層１５と、複数の超音波トランスデュー
サ１１を冷却する冷却機構としてのマイクロ流路１６と、第３の音響整合層１７と、バッ
キング材１８と、複数の超音波トランスデューサ１１の共通電極に接続されたフレキシブ
ルプリント基板（flexible printed circuit：ＦＰＣ）１９と、複数の超音波トランスデ
ューサ１１の信号電極に接続されたＦＰＣ２０とを有している。
【００２１】
　本実施形態においては、複数の超音波トランスデューサ１１を冷却するために、超音波
トランスデューサアレイ１２の背面において、第２の音響整合層１５と第３の音響整合層
１７との間にマイクロ流路１６が形成されており、マイクロ流路１６を流れる熱伝達物質
（熱伝達媒体）が、超音波トランスデューサアレイ１２を冷却する。ここで、第２の音響
整合層１５及び第３の音響整合層１７は、超音波トランスデューサアレイ１２からマイク
ロ流路１６を介してバッキング材１８に至る超音波の伝達経路における音響インピーダン
スのマッチングを図るために設けられている。これにより、超音波トランスデューサ１１
の背後に放出される超音波が、バッキング材１８によって十分に吸収される。
【００２２】
　具体的には、振動子の音響インピーダンスをＺ１、熱伝達物質が充填されたマイクロ流
路１６の音響インピーダンスをＺｍ、第２の音響整合層１５の音響インピーダンスをＺ２
、第３の音響整合層１７の音響インピーダンスをＺ３、バッキング材１８の音響インピー
ダンスをＺ４とすると、Ｚ１＞Ｚ２＞Ｚｍ＞Ｚ３＞Ｚ４となるように各部の材質を選択す
ることが望ましい。
【００２３】
　ここで、送受信される超音波の中心波長をλとした場合に、振動子の厚さをλ／２とす
ることが望ましい。また、第２の音響整合層１５の厚さと、第３の音響整合層１７の厚さ
を、それぞれλ／４とすることが望ましい。なお、マイクロ流路１６の厚さが大きく、マ
イクロ流路１６中の熱伝達物質における超音波の減衰が大きい場合には、第３の音響整合
層１７を省略しても良い。また、各部の音響インピーダンスの値によっては、第２の音響
整合層１５を省略しても良い。
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【００２４】
　筐体１０には、マイクロ流路１６に熱伝達物質を循環させるための２本の循環チューブ
３ａ及び３ｂと、複数の同軸ケーブル及び／又は単線ケーブルを含む電気ケーブル４と、
それらを保護するケーブルカバー５とが接続されている。ここで、循環チューブ３ａと、
第３の音響整合層１７及びバッキング材１８に形成された流入孔とが、熱伝達物質を導入
するための導入流路を形成し、循環チューブ３ｂと、第３の音響整合層１７及びバッキン
グ材１８に形成された流出孔とが、熱伝達物質を導出するための導出流路を形成している
。
【００２５】
　図２は、図１に示す超音波用探触子と超音波診断装置本体とが接続された状態を示す図
である。図２に示すように、超音波用探触子１から延びる循環チューブ３ａ及び３ｂが、
熱伝達物質用コネクタ２１を介して超音波診断装置本体２に接続されている。超音波診断
装置本体２において、循環ポンプ付き冷却器２９が、熱伝達物質を冷却し、冷却された熱
伝達物質を、熱伝達用媒体循環用チューブ３ａを介してマイクロ流路１６（図１）に供給
すると共に、マイクロ流路１６を通過した熱伝達物質を、熱伝達用媒体循環用チューブ３
ｂを介して回収する。これにより、超音波用探触子１と超音波診断装置本体２との間で熱
伝達物質が循環する。
【００２６】
　また、超音波用探触子１は、電気ケーブル４及び電気コネクタ２２を介して超音波診断
装置本体２に電気的に接続されている。電気ケーブル４は、超音波診断装置本体２におい
て生成される複数の駆動信号をそれぞれの超音波トランスデューサに伝送すると共に、そ
れぞれの超音波トランスデューサから出力される複数の受信信号を超音波診断装置本体２
に伝送する。
【００２７】
　超音波診断装置本体２は、超音波用探触子１及び超音波診断装置本体２を含むシステム
全体の動作を制御する制御部２３と、駆動信号生成部２４と、送受信切換部２５と、受信
信号処理部２６と、画像生成部２７と、表示部２８と、循環ポンプ付き冷却器２９とを含
んでいる。駆動信号生成部２４は、例えば、複数の駆動回路（パルサー等）を含み、複数
の超音波トランスデューサをそれぞれ駆動するために用いられる複数の駆動信号を生成す
る。送受信切換部２５は、超音波用探触子１への駆動信号の出力と、超音波用探触子１か
らの受信信号の入力とを切り換える。
【００２８】
　受信信号処理部２６は、例えば、複数のプリアンプと複数のＡ／Ｄ変換器とディジタル
信号処理回路又はＣＰＵとを含み、複数の超音波トランスデューサから出力される受信信
号について、増幅、整相加算、検波等の所定の信号処理を施す。画像生成部２７は、所定
の信号処理が施された受信信号に基づいて、超音波画像を表す画像データを生成する。表
示部２８は、そのようにして生成された画像データに基づいて、超音波画像を表示する。
【００２９】
　図３の（ａ）は、本発明の第１の実施形態に係る超音波用探触子の平面断面図である。
また、図３の（ｂ）は、図３の（ａ）に示す一点鎖線３Ｂ－３Ｂ'における超音波用探触
子の側面断面図である。さらに、図３の（ｃ）は、図３の（ａ）に示す一点鎖線３Ｃ－３
Ｃ'における超音波用探触子の正面断面図である。図３の（ａ）～（ｃ）において、矢印
は、熱伝達物質の流れの方向を示している。
【００３０】
　図３の（ａ）に示すように、超音波トランスデューサアレイ１２は、１次元状に配置さ
れた複数の超音波トランスデューサ１１を含んでいる。図４に示すように、各々の超音波
トランスデューサは、ＰＺＴ（チタン酸ジルコン酸鉛）等の圧電体３１と、圧電体の向か
い合う２つの面に形成された電極３２及び３３とによって構成されている。電極３２と電
極３３との内の一方は、複数の超音波トランスデューサにおいて共通接続されることによ
り、共通電極とすることができる。
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【００３１】
　再び図３を参照すると、複数の超音波トランスデューサ１１は、超音波診断装置本体か
らそれぞれ供給される複数の駆動信号に基づいて超音波を発生する。また、複数の超音波
トランスデューサ１１は、被検体から伝播する超音波エコーを受信することにより、複数
の電気信号をそれぞれ発生する。これらの電気信号は超音波診断装置本体に出力され、超
音波エコーの受信信号として処理される。なお、複数の超音波トランスデューサ１１の間
における干渉を低減し、超音波トランスデューサ１１の横方向の振動を抑えて超音波トラ
ンスデューサ１１を縦方向のみに振動させるために、複数の超音波トランスデューサ１１
の間に充填材を充填するようにしても良い。
【００３２】
　２枚のＦＰＣ１９には、複数の超音波トランスデューサ１１の共通電極に接続される幾
つかの配線パターンが形成されている。それらの配線パターンの一端は、複数の超音波ト
ランスデューサ１１の共通電極に接続され、それらの配線パターンの他端は、複数の同軸
ケーブルのアース側に接続されている。また、２枚のＦＰＣ２０には、複数の超音波トラ
ンスデューサ１１の信号電極にそれぞれ接続される複数の配線パターンが形成されている
。各々の配線パターンの一端は、それぞれの超音波トランスデューサ１１の信号電極に接
続されており、各々の配線パターンの他端は、それぞれの同軸ケーブルのホット側に接続
されている。なお、図３においては、熱伝達物質の流れを判り易く示すために、電気信号
を伝送するためのケーブルは省略されている。
【００３３】
　超音波トランスデューサ１１の前面に形成された第１の音響整合層１３は、例えば、超
音波を伝播し易いパイレックス（登録商標）ガラスや金属粉入りエポキシ樹脂等によって
形成されており、生体である被検体と超音波トランスデューサ１１との間の音響インピー
ダンスのマッチングを図っている。これにより、超音波トランスデューサ１１から送信さ
れる超音波が、効率良く被検体中に伝播する。なお、図１及び図３には、超音波トランス
デューサ１１の前面において１層の音響整合層が示されているが、必要に応じて複数の音
響整合層を配置しても良い。
【００３４】
　音響レンズ１４は、例えば、シリコーンゴムによって形成されており、超音波トランス
デューサアレイ１２から送信され、音響整合層１３を伝播した超音波ビームを、被検体内
の所定の深度において集束させる。
【００３５】
　第２の音響整合層１５及び第３の音響整合層１７も、パイレックス（登録商標）ガラス
や金属粉入りエポキシ樹脂等によって形成されるが、それらの音響インピーダンスは、先
に説明した条件を満たすものとする。
【００３６】
　バッキング材１８は、例えば、フェライト粉や金属粉やＰＺＴ粉入りのエポキシ樹脂や
、フェライト粉入りのゴムのように、音響減衰の大きい材料によって形成されており、複
数の超音波トランスデューサ１１から発生する不要な超音波の減衰を早める。
【００３７】
　マイクロ流路１６は、多孔質セラミック等の多孔質材料を用いて形成されている。図３
においては、マイクロ流路１６が、第２の音響整合層１５と第３の音響整合層１７との間
に形成されており、熱伝達物質の流出を防ぐために、マイクロ流路１６の両側面及び両端
面がバッキング材１８によってカバーされている。あるいは、マイクロ流路１６の両側面
及び両端面を覆うように、さらに、マイクロ流路１６の図中上面及び／又は下面を覆うよ
うに、樹脂材料等を用いて皮膜を形成しても良い。樹脂材料としては、エポキシ樹脂、ウ
レタン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等を用いることができる。
【００３８】
　熱伝達物質は、マイクロ流路１６を通過することにより、超音波トランスデューサ１１
から発生した熱を吸収する液体である。熱伝達物質としては、良好な熱伝達性を有する材
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料が用いられる。例えば、流動パラフィン、シリコーン系オイル、水、アルコール、水と
アルコールとの混合物、及び、フッ素系不活性液体等を用いることができる。それらの内
でも、高い流動性を備え、安定性に優れるという点で、流動パラフィンや、シリコーン系
オイルや、フッ素系不活性液体（例えば、住友スリーエム株式会社製のフロリナート（Ｆ
ＬＵＯＲＩＮＥＲＴ（登録商標）））が好適であり、本実施形態においては、流動パラフ
ィンが用いられる。
【００３９】
　第３の音響整合層１７及びバッキング材１８には、熱伝達物質の流入孔６ａ及び流出孔
６ｂが形成されている。さらに、バッキング材１８の下面において、流入孔６ａに循環チ
ューブ３ａが接続され、流出孔６ｂに循環チューブ３ｂが接続されている。超音波診断装
置本体から循環チューブ３ａを介して超音波用探触子内に導入された熱伝達物質は、流入
孔６ａとマイクロ流路１６と流出孔６ｂとを順次通過し、循環チューブ３ｂを介して超音
波診断装置本体に回収される。
【００４０】
　このように、本実施形態においては、超音波診断装置本体２において冷却された熱伝達
物質が、超音波用探触子１のマイクロ流路１６に流される。マイクロ流路１６は、第２の
音響整合層１５を介して複数の超音波トランスデューサ１１に接しているが、第２の音響
整合層１５の厚さは超音波トランスデューサ（振動子）１１の厚さよりも小さいので（１
／２程度）、超音波トランスデューサ１１が発生した熱は、熱伝達物質によって効率的に
吸収される。
【００４１】
　従って、複数の超音波トランスデューサ１１を万遍なく冷却することができ、熱がこも
りやすい超音波トランスデューサアレイ１２の中央部についても十分且つ均一に冷却する
ことが可能となる。また、それにより、複数の超音波トランスデューサ１１における温度
分布が平均化されるので、超音波送受信動作に対する温度の影響（感度のバラツキ等）を
低減することが可能となる。
【００４２】
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。
　図５の（ａ）は、本発明の第２の実施形態に係る超音波用探触子のヘッド部の内部を示
す正面図である。また、図５の（ｂ）は、図５の（ａ）に示す一点鎖線５Ｂ－５Ｂ'にお
ける超音波用探触子の平面断面図である。さらに、図５の（ｃ）は、図５の（ａ）に示す
一点鎖線５Ｃ－５Ｃ'における超音波用探触子の側面断面図である。なお、図５の（ａ）
においては、図５の（ｂ）に示す音響整合層４３及び音響レンズ４４は省略されている。
【００４３】
　図５の（ａ）に示すように、本発明の第２の実施形態に係る超音波用探触子は、複数の
超音波トランスデューサ１１が２次元状に配置された超音波トランスデューサアレイ４２
を有しており、それに伴い、超音波用探触子内に形成されるマイクロ流路の形態も、第１
の実施形態におけるものとは異なっている。なお、超音波用探触子と超音波診断装置本体
との接続形態については、図２を参照しながら説明したものと同様である。
【００４４】
　本実施形態に係る超音波用探触子のヘッド部は、筐体４０と、複数の超音波トランスデ
ューサ１１を含む超音波トランスデューサアレイ４２と、第１の音響整合層４３と、音響
レンズ４４と、第２の音響整合層４５と、液体の熱伝達物質（熱伝達媒体）を流すための
マイクロ流路４６と、第３の音響整合層４７と、バッキング材４８と、複数の超音波トラ
ンスデューサ１１の共通電極に接続されたＦＰＣ４９と、複数の超音波トランスデューサ
１１の信号電極に接続されたＦＰＣ５０とを有している。また、この超音波用探触子は、
循環チューブ３ａ及び３ｂ並びに電気ケーブルを介して超音波診断装置本体に接続されて
いる。なお、第１の音響整合層４３、音響レンズ４４、第２の音響整合層４５、第３の音
響整合層４７、及び、バッキング材４８の材料及び機能については、第１の実施形態にお
けるのと同様である。
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【００４５】
　超音波トランスデューサアレイ４２には、複数の超音波トランスデューサ１１が２次元
マトリックス状に配置されている。各々の超音波トランスデューサ１１は、図４に示すよ
うに、圧電体３１と、圧電体３１の両面に形成された電極３２及び３３とによって構成さ
れている。電極３２と電極３３との内の一方は、複数の超音波トランスデューサにおいて
共通接続されることにより、共通電極とすることができる。なお、複数の超音波トランス
デューサ１１の間における干渉を低減し、超音波トランスデューサ１１の横方向の振動を
抑えて超音波トランスデューサ１１を縦方向のみに振動させるために、複数の超音波トラ
ンスデューサ１１の間に充填材を充填するようにしても良い。
【００４６】
　２枚のＦＰＣ４９には、複数の超音波トランスデューサ１１の共通電極に接続される幾
つかの配線パターンが形成されている。これらの配線パターンの一端は、複数の超音波ト
ランスデューサ１１の共通電極に接続され、これらの配線パターンの他端は、複数の同軸
ケーブルのアース側に接続されている。また、２枚のＦＰＣ５０には、複数の超音波トラ
ンスデューサ１１の信号電極にそれぞれ接続される複数の配線パターンが形成されている
。各々の配線パターンの一端は、それぞれの超音波トランスデューサ１１の信号電極に接
続されており、各々の配線パターンの他端は、それぞれの同軸ケーブルのホット側に接続
されている。なお、図５においては、熱伝達物質の流れを判り易く示すために、電気信号
を伝送するためのケーブルは省略されている。
【００４７】
　マイクロ流路４６は、多孔質セラミック等の多孔質材料を用いて形成されている。図５
においては、マイクロ流路４６が、第２の音響整合層４５と第３の音響整合層４７との間
に形成されており、熱伝達物質の流出を防ぐために、マイクロ流路４６の両側面及び両端
面がバッキング材４８によってカバーされている。あるいは、マイクロ流路４６の４つの
側面を覆うように、さらに、マイクロ流路４６の図中上面及び／又は下面を覆うように、
樹脂材料等を用いて皮膜を形成しても良い。樹脂材料としては、エポキシ樹脂、ウレタン
樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等を用いることができる。
【００４８】
　本実施形態においては、熱伝達物質として、フロリナートが用いられる。第３の音響整
合層４７及びバッキング材４８には、熱伝達物質の流入孔６ａ及び流出孔６ｂが形成され
ている。さらに、バッキング材４８の下面において、流入孔６ａに循環チューブ３ａが接
続され、流出孔６ｂに循環チューブ３ｂが接続されている。超音波診断装置本体から循環
チューブ３ａを介して超音波用探触子内に導入された熱伝達物質は、流入孔６ａを通って
マイクロ流路４６内に導入され、図５の（ａ）に示すように２次元状に拡がる。その後、
熱伝達物質は、超音波用探触子正面の対角線上において流入孔６ａと対向する位置に形成
された流入孔６ｂに流れ込み、循環チューブ３ｂを介して超音波診断装置本体に回収され
る。
【００４９】
　図５に示すような２次元超音波トランスデューサアレイにおいては、特に、内側に配置
された超音波トランスデューサから発生する熱が発散し難いので、中央付近に熱がこもり
がちになる。しかしながら、本実施形態によれば、比較的小さい厚さを有する第２の音響
整合層４５を介して複数の超音波トランスデューサ１１に接するマイクロ流路４６に熱伝
達物質を流すので、熱がこもりやすい中央付近の超音波トランスデューサであっても十分
に冷却することができる。従って、２次元超音波トランスデューサアレイにおいて温度勾
配が生じるのを抑制できるので、超音波送受信動作に対する温度の影響（感度のバラツキ
等）を低減することが可能となる。
【００５０】
　なお、本実施形態においては、第３の音響整合層４７及びバッキング材４８において端
部の２箇所に流入孔６ａ及び流出孔６ｂを形成しているが、熱伝達物質をスムーズに循環
することができれば、それ以外の位置に流入孔及び流出孔を形成しても良い。また、２つ
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以上の流入孔及び／又は２つ以上の流出孔を設けても良い。
【００５１】
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。第３の実施形態においては、図３又
は図５に示す超音波用探触子において、図４に示す単層の圧電体を含む超音波トランスデ
ューサの替わりに、図６に示す積層型の圧電体を含む超音波トランスデューサを用いるこ
とを特徴としている。
【００５２】
　図６に示す積層型超音波トランスデューサは、ＰＺＴ等によって形成されている複数の
圧電体層７１と、下部電極層７２と、内部電極層７３及び７４と、上部電極層７５と、絶
縁膜７６と、側面電極７７及び７８とを含んでいる。
【００５３】
　下部電極層７２は、図中左側の側面電極７７に接続されていると共に、図中右側の側面
電極７８から絶縁されている。また、内部電極層７３及び７４は、複数の圧電体層７１の
間に交互に挿入されている。内部電極層７３は、側面電極７８に接続されている共に、絶
縁膜７６によって側面電極７７から絶縁されている。一方、内部電極層７４は、側面電極
７７に接続されていると共に、絶縁膜７６によって側面電極７８から絶縁されている。さ
らに、上部電極層７５は、側面電極７８に接続されていると共に、側面電極７７から絶縁
されている。超音波トランスデューサの複数の電極をこのように形成することにより、５
層の圧電体層７１に電界を印加するための５組の電極が並列に接続される。なお、圧電体
層の層数は、図６に示す５層に限られず、２～４層又は６層以上としても良い。
【００５４】
　このような積層型の超音波トランスデューサ（以下、「素子」ともいう）においては、
対向する電極の面積が単層の素子よりも増加するので、電気的インピーダンスが低下する
。従って、同じサイズの単層の素子と比較して、印加される電圧に対して効率良く動作す
る。具体的には、圧電体層をＮ層とすると（図６においてはＮ＝５）、圧電体層の数は単
層素子のＮ倍となり、各圧電体層の厚さは１／Ｎ倍となるので、素子の電気インピーダン
スは１／Ｎ２倍となる。従って、圧電体層の積層数を増減させることにより、素子の電気
的インピーダンスを調整できるので、駆動回路又はプリアンプとの電気的インピーダンス
マッチングを図り易くなり、感度を向上させることができる。一方、素子を積層型とする
ことにより電気容量が増加するので、各素子からの発熱量は増加してしまう。
【００５５】
　本実施形態によれば、図３に示すマイクロ流路１６、又は、図５に示すマイクロ流路４
６に熱伝達物質を流すことにより、各素子を効率良く冷却することができるので、積層型
の素子からの発熱量が増加した場合においても、超音波用探触子の温度上昇を抑制するこ
とが可能となる。
【００５６】
　次に、本発明の第１～第３の実施形態に係る超音波用探触子が接続される超音波診断装
置本体の変形例について、図７を参照しながら説明する。
　図７に示す超音波診断装置本体２ａは、図２に示す超音波診断装置本体２と比較して、
温度センサ９１及び温度制御部９２を更に有している。その他の構成については、図２に
示す超音波診断装置本体２と同様である。
【００５７】
　温度センサ９１は、サーミスタ又は熱電対等を含んでいる。温度センサ９１は、循環ポ
ンプ付き冷却器２９に取り付けられており、超音波用探触子１から循環チューブ３ｂを介
して回収される熱伝達物質の温度を感知する。温度制御部９２は、温度センサ９１から出
力される信号に基づいて熱伝達物質の温度に関する値を求め、その値に基づいて、循環ポ
ンプ付き冷却器２９の動作を制御する。例えば、温度制御部９２は、熱伝達物質の温度に
関する値が所定の値を超えた場合に、冷却器の設定温度を低下させたり、又は、超音波用
探触子１内における熱伝達物質の流速を上げるために循環ポンプの圧力を高くする。ある
いは、熱伝達物質の温度に関する値が所定の値を超えた場合にのみ、循環ポンプ付き冷却
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器２９を動作させるようにしても良い。
【００５８】
　本実施形態によれば、熱伝達物質の温度に基づいて循環ポンプ付き冷却器の動作をフィ
ードバック制御するので、熱伝達物質の温度を一定の範囲に保つことが容易になると共に
、循環ポンプ付き冷却器の運転コストを低減することが可能となる。なお、図７に示す超
音波診断装置本体の変形例として、温度制御部９２の替わりに、温度センサ９１の感知結
果に基づいて温度を算出する算出部を設け、その算出結果に基づいて、制御部２３が循環
ポンプ付き冷却器２９を制御するようにしても良い。
【００５９】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る超音波用探触子について、図８及び図９を参照し
ながら説明する。図８は、本発明の第４の実施形態に係る超音波用探触子の内部を示す平
面図であり、図９は、図８に示す超音波用探触子と超音波診断装置本体とが接続された状
態を示す図である。
【００６０】
　図８に示すように、本実施形態に係る超音波用探触子１ａは、図１及び図３に示す超音
波用探触子１に対して、超音波用探触子内の温度を感知する温度センサ９３をさらに備え
たものである。その他の構成については、図１及び図３に示す超音波用探触子１と同様で
ある。
【００６１】
　温度センサ９３は、サーミスタ又は熱電対等を含んでおり、ＦＰＣ２０の表面に取り付
けられている。あるいは、温度センサ９３を、バッキング材の中又は上に配置しても良い
。いずれにしても、温度センサ９３を、なるべくマイクロ流路（図３の１６若しくは図５
の４６）又は超音波トランスデューサ１１の近傍に配置することが望ましい。温度センサ
９３は、リード線９４によって超音波診断装置本体２ｂ（図９）に電気的に接続されてい
る。
【００６２】
　図９に示すように、本実施形態において用いられる超音波診断装置本体２ｂは、温度制
御部９５を有している。超音波診断装置本体２ｂのその他の構成については、図２に示す
超音波診断装置本体２と同様である。
【００６３】
　温度制御部９５は、リード線９４を介して入力される温度センサ９３の感知結果に基づ
いて熱伝達物質の温度に関する値を求め、その値に基づいて、ヘッド部４内の温度が所望
の範囲に入るように、循環ポンプ付き冷却器２９の動作を制御する。例えば、温度制御部
９５は、ヘッド部４内の温度に関する値が所定の値を超えた場合に、冷却器の設定温度を
低下させたり、循環ポンプの圧力を高くする。あるいは、ヘッド部４内の温度に関する値
が所定の値を超えた場合にのみ、循環ポンプ付き冷却器２９を動作させるようにしても良
い。
【００６４】
　本実施形態によれば、超音波用探触子１ａのヘッド部内の温度に基づいて、循環ポンプ
付き冷却器の動作をフィードバック制御するので、ヘッド部内の温度をより精度良く制御
できると共に、循環ポンプ付き冷却器の運転コストを低減することが可能となる。なお、
本実施形態においても、温度制御部９５の替わりに、温度センサ９３の感知結果に基づい
てヘッド部内の温度に関する値を算出する算出部を設け、その算出結果に基づいて、制御
部２３が循環ポンプ付き冷却器２９を制御するようにしても良い。
【００６５】
　次に、本発明の一実施形態に係る超音波内視鏡について、図１０及び図１１を参照しな
がら説明する。超音波内視鏡とは、被検体の体腔内を光学的に観察する内視鏡検査装置の
挿入部の先端に、体腔内用超音波用探触子を設けた装置である。
【００６６】
　図１０は、超音波内視鏡の外観を示す模式図である。図１０に示すように、超音波内視
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鏡１００は、挿入部１０１と、操作部１０２と、接続コード１０３と、ユニバーサルコー
ド１０４と、熱伝達物質用ケーブル１０５及び熱伝達物質用コネクタ１０６とを含んでい
る。超音波内視鏡１００の挿入部１０１は、被検体の体内に挿入することができるように
、可撓性を有する材料によって形成された細長い管となっている。操作部１０２は、挿入
部１０１の基端に設けられており、接続コード１０３を介して超音波診断装置本体に接続
されていると共に、ユニバーサルコード１０４を介して光源装置に接続されている。
【００６７】
　図１１は、図１０に示す挿入部１０１の先端部分を拡大して示す模式図である。図１１
の（ａ）は、挿入部１０１の先端部分の上面を示す平面図であり、図１１の（ｂ）は、挿
入部１０１の先端部分の側面を示す側面断面図である。なお、図１１の（ａ）において、
図１１の（ｂ）に示す音響整合層１３０は省略されている。
【００６８】
　図１１に示すように、挿入部の先端部分には、観察窓１１１と、照明窓１１２と、処置
具挿通口１１３と、ノズル孔１１４と、超音波トランスデューサアレイ１２０とが設けら
れている。処置具挿通口１１３には穿刺針１１５が配置されている。図１１の（ａ）にお
いて、観察窓１１１には、対物レンズが装着されており、この対物レンズの結像位置には
、イメージガイドの入力端又はＣＣＤカメラ等の固体撮像素子が配置されている。これら
は、観察光学系を構成する。また、照明窓１１２には、光源装置からライトガイドを介し
て供給される照明光を出射させるための照明用レンズが装着されている。これらは、照明
光学系を構成する。
【００６９】
　処置具挿通口１１３は、図１０に示す操作部１０２に設けられた処置具挿入口１０７か
ら挿入される処置具等を導出させる孔である。この孔から穿刺針１１５や鉗子等の処置具
を突出させ、操作部１０２においてこれを操作することにより、被検体の体腔内において
種々の処置が行われる。ノズル孔１１４は、観察窓１１１及び観察窓１１２を洗浄するた
めの液体（水等）を噴射するために設けられている。超音波トランスデューサアレイ１２
０は、コンベックス型の多列アレイであり、湾曲した面上に５列に配置された複数の超音
波トランスデューサ１２１～１２３を含んでいる。
【００７０】
　図１１の（ｂ）に示すように、超音波トランスデューサアレイ１２０の前面には、音響
整合層１３０が配置されている。音響整合層１３０上には、必要に応じて、音響レンズが
配置される。また、超音波トランスデューサアレイ１２０の背面には、第２の音響整合層
１３１と、複数の超音波トランスデューサを冷却する冷却機構としてのマイクロ流路１３
２と、第３の音響整合層１３３と、バッキング材１３４とが配置されている。
【００７１】
　本実施形態においては、複数の超音波トランスデューサを冷却するために、マイクロ流
路１３２が、第２の音響整合層１３１と第３の音響整合層１３３との間に形成されており
、マイクロ流路１３２を流れる熱伝達物質が、超音波トランスデューサアレイ１２０を冷
却する。ここで、第２の音響整合層１３１及び第３の音響整合層１３３は、超音波トラン
スデューサアレイ１２０からマイクロ流路１３２を介してバッキング材１３４に至る超音
波の伝達経路における音響インピーダンスのマッチングを図るために設けられている。こ
れにより、超音波トランスデューサの背後に放出される超音波が、バッキング材１３４に
よって十分に吸収される。
【００７２】
　本実施形態においても、第１の実施形態におけるのと同様に、送受信される超音波の中
心波長をλとした場合に、超音波トランスデューサ（振動子）の厚さをλ／２とすること
が望ましい。また、第２の音響整合層１３１の厚さと、第３の音響整合層１３３の厚さを
、それぞれλ／４とすることが望ましい。なお、マイクロ流路１３２の厚さが大きく、マ
イクロ流路１３２中の熱伝達物質における超音波の減衰が大きい場合には、第３の音響整
合層１３３を省略しても良い。また、各部の音響インピーダンスの値によっては、第２の
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音響整合層１３１を省略しても良い。
【００７３】
　マイクロ流路１３２は、多孔質セラミック等の多孔質材料を用いて形成されている。図
１１においては、マイクロ流路１３２が、第２の音響整合層１３１と第３の音響整合層１
３３との間に形成されており、熱伝達物質の流出を防ぐために、マイクロ流路１３２の両
側面がバッキング材１３４によってカバーされている。あるいは、マイクロ流路１３２の
両側面を覆うように、さらに、マイクロ流路１３２の図中上面及び／又は下面を覆うよう
に、樹脂材料等を用いて皮膜を形成しても良い。樹脂材料としては、エポキシ樹脂、ウレ
タン樹脂、シリコーン樹脂、ポリイミド樹脂、アクリル樹脂等を用いることができる。
【００７４】
　マイクロ流路１３２の一方の端面には、バッキング材１３４に形成された流入孔を介し
て、熱伝達物質を供給する循環チューブ７ａが接続されており、マイクロ流路１３２の他
方の端面には、バッキング材１３４に形成された流出孔を介して、熱伝達物質を回収する
循環チューブ７ｂが接続されている。循環チューブ７ａ及び７ｂは、熱伝達物質用ケーブ
ル１０５（図１０参照）に収納されており、超音波診断装置本体の内部又は外部に設けら
れた冷却装置に接続される。熱伝達物質は、これらの循環チューブ７ａ及び７ｂを介して
、マイクロ流路１３２と冷却装置との間を循環する。
【００７５】
　このように、マイクロ流路１３２に熱伝達物質を流すことにより、超音波トランスデュ
ーサ１２１～１２３を効率的に冷却することができる。それにより、超音波内視鏡の温度
上昇が抑制されるので、超音波内視鏡検査における安全性を向上させることが可能となる
。
【００７６】
　図１１には、超音波トランスデューサアレイ１２０として、コンベックス型の多列アレ
イが示されているが、円筒形の面上に複数の超音波トランスデューサを配置したラジアル
型の超音波トランスデューサアレイや、球面上に複数の超音波トランスデューサを配置し
た超音波トランスデューサアレイを用いても良い。また、図１１に示す超音波内視鏡にお
いても、温度を感知する温度センサをマイクロ流路１３２又は超音波トランスデューサの
近傍に設け、温度センサから出力される信号に基づいて、熱伝達物質の冷却装置をフィー
ドバック制御しても良い。
【産業上の利用可能性】
【００７７】
　本発明は、被検体について体腔外走査又は体腔内走査を行う際に用いられる超音波用探
触子、被検体の体腔内に挿入して用いられる超音波内視鏡、及び、それらを用いた超音波
診断装置において利用することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７８】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る超音波用探触子の外観及び内部の一部を示す斜視
図である。
【図２】図１に示す超音波用探触子と超音波診断装置本体とが接続された状態を示す図で
ある。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る超音波用探触子の内部を示す図である。
【図４】単層型超音波トランスデューサを示す一部断面斜視図である。
【図５】本発明の第２の実施形態に係る超音波用探触子のヘッド部の内部を示す図である
。
【図６】積層型超音波トランスデューサを示す一部断面斜視図である。
【図７】本発明の第１～第３の実施形態に係る超音波用探触子が接続される超音波診断装
置本体の変形例を説明するための図である。
【図８】本発明の第４の実施形態に係る超音波用探触子の内部を示す平面図である。
【図９】図８に示す超音波用探触子と超音波診断装置本体とが接続された状態を示す図で
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【図１０】本発明の一実施形態に係る超音波内視鏡の構成を示す模式図である。
【図１１】図１０に示す挿入部の先端部分を拡大して示す図である。
【符号の説明】
【００７９】
　１　超音波用探触子
　２、２ａ、２ｂ　超音波診断装置本体
　３ａ、３ｂ、７ａ、７ｂ　循環チューブ
　４　電気ケーブル
　５　ケーブルカバー
　６ａ　流入孔
　６ｂ　流出孔
　１０、４０　筐体
　１１　超音波トランスデューサ
　１２、４２、１２０　超音波トランスデューサアレイ
　１３、４３、１３０　第１の音響整合層
　１４、４４　音響レンズ
　１５、４５、１３１　第２の音響整合層
　１６、４６、１３２　マイクロ流路
　１７、４７、１３３　第３の音響整合層
　１８、４８、１３４　バッキング材
　１９、２０　フレキシブルプリント基板（ＦＰＣ）
　２１　熱伝達物質用コネクタ
　２２　電気コネクタ
　２３　制御部
　２４　駆動信号生成部
　２５　送受信切換部
　２６　受信信号処理部
　２７　画像生成部
　２８　表示部
　２９　循環ポンプ付き冷却器
　９１、９３　温度センサ
　９２、９５　温度制御部
　９４　リード線
　１００　超音波内視鏡
　１０１　挿入部
　１０２　操作部
　１０３　接続コード
　１０４　ユニバーサルコード
　１０５　熱伝達物質用ケーブル
　１０６　熱伝達物質用コネクタ
　１０７　処置具挿入口
　１１１　観察窓
　１１２　照明窓
　１１３　処理部挿通口
　１１４　ノズル孔
　１１５　穿刺針
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